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1.はじめに 
土地の少ない我が国では、廃棄物処理施設の用地確保が大変困難である。その上、廃棄物に対するイメ

ージが非常に悪く、建設予定地の周辺住民は施設建設に対する反対のため、施設の建設にかかる時間とコ

ストの増大を招いている。そこで本研究では、処理施設の周辺住民、または施設建設予定地の周辺住民に

対してヒアリング調査を実施することにより、各種廃棄物処理施設に対する考えがどのような原因・理由

から形成されているのかを明らかにすることを目的とした。 

2.研究方法 
表 1 調査対象 

稼動開

種類 施設記号 処理対象 地域 始年度 反対 賛成

IM 一廃 A市 2003 5 0

II 産廃 B市 計画中 5 0

LM1 一廃 C市 計画中 2 4

LM2 一廃 D市 2003 3 2

LI1 産廃 B市 1992 2 3

LI2 産廃 E県 1989 0 5

LI3 産廃 F市 2000 0 4

TM(リサイクル団地)* 一廃 C市 1995 2 4

TI1(破砕選別) 産廃 E県 1980 4 0

TI2(破砕選別) 産廃 G郡 計画中 6 0

*　10種類の処理施設(破砕、選別、再資源化等)から成る。
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2.1 調査対象の選定 
住民の意識は，処理施設の種類や対象廃棄物に

よって異なる可能性がある。そこで 
・施設種類(焼却施設／埋立地／中間処理施設) 
・処理対象 (一般廃棄物／産業廃棄物) 
・建設時期(建設前／建設後) 
を考慮して 10 の処理施設を調査対象とした。次

に，各地域の自治体又は業者に依頼し、各対象施

設に対して意見を強く持っている周辺住民を 5 名

程度選定した。詳細を表 1 に示す。 

2.2 ヒアリング調査の実施 
各地域を訪れ、各回答者の自宅又は近くの会館や施設の会議室を使用し、各回答者一名ずつ約 30 分以

内のヒアリング調査を実施した。質問項目は特に用意せず，「対象となる処理施設に対し、日頃感じている

事や考えていることなどを自由に述べて下さい。」とし，回答者に自由に答えてもらった。尚、ヒアリング

内容は、回答者の了解を得て録音を行った。 

2.3 回答の構造化 
以下の手順で各回答者の結果を構造化した。 
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図 1 焼却施設 IM に対する意識構造 

①ヒアリング結果の文章化。 
②重要と思われる単語(項目)の抽出。 
③各回答者の意識構造図の作成。 
④各処理施設に対して，全回答者が挙げた項目を一つの

シート上にプロット。 
⑤類似した項目を統合し，施設ごとの意識構造図を作成。 

3.要因の分析

3.1 反対する住民の意識構造 
施設に反対する意識構造の例として，一般廃棄物処理施

設 IM の分析結果を図１に示す。 
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表 3 行政／業者の対応 
グループ名 項目

建設、運転
地域住民の意向を無視した建設計画(焼IM,
焼II ,埋LM2,中間TI1,中間TI2 )

計画等 予定よりも早い埋立地満期の到来(埋LI1 )

書面のみによる施設更新許可の審査(中間
TI1 )

生ごみの搬入許可(埋LM2)

果樹園の側という立地場所(中間TI2 )

不適正処理
施設周辺での不法投棄(埋立ＬＩ1,中間TI1、
中間TI2 )

実績報告書の実在しない地名の記載(中間
TI1 )

搬入品目外の産廃の焼却(焼IM)

DXN測定方法(測定時のごみ量調整等)に対
する不信(焼IM)

産廃業者の監視不足(焼却II,中間TI1 )

情報の 施設見学の不許可(中間TI1 )

不透明性 トラブルの情報隠蔽(焼IM)

不十分な説明(焼IM、中間TI2 )

窓に紙が貼られ事務所の中が見えない(中
間TI2 )

地域還元 住民の健康に対する配慮不足(焼却II )

不公平又は不必要な地域還元の提供(焼
IM)

地域還元の不十分さ(中間TM)

過去の対応 苦情を受けた改善の欠如(中間TI1 )

旧埋立地での運転管理の悪さ(埋LM2)

野焼き等、焼却を行っていた頃の運転管理
の悪さ(中間TI1 )

倒産経験があるとの情報(中間TI2 )

住民の不安感に対する配慮の無い言動(焼
却II )

*表2、3において、(　)内は施設名、斜体は産廃処理施設、
ゴシック体は回答者の想像する影響を表す。  

 

表 2 施設からの影響 
グループ名 項目

住民の生活 施設からの悪臭(焼IM,埋LI1 )

環境への 施設からの粉塵・騒音(中間TM,中間TI2 )

影響 トラックの増加(埋LI1 ,中間TM,中間ＴＩ２ )

健康影響 めまい等の症状(埋・中間II ）

咳の症状(焼TI1 )

ＤＸＮ等による健康影響(焼ＩＭ,焼ＩＩ ）

病原菌の伝染(焼ＩＩ ,埋立ＬＭ2,中間ＴＭ）

アスベスト、鉛等の健康影響(中間ＴＩ１,中間
ＴＩ2 ）

社会・経済的地域イメージの低下(埋・中間II ）

影響 カラスによる農作物の被害(埋LM2)

農作物の風評被害(埋LM2,焼IM,埋ＬＭ１,中
間ＴＩ２ )

自然環境 河川の汚染(埋・中間II ）

への影響 粉塵による施設周辺の林の変化(中間TI1 )

有害物質による環境汚染(中間ＴＩ2 ）

生態系への影響(埋ＬＭ1,埋ＬＭ２）

事故等 運転トラブルの発生(焼IM)

シート破損の事故発生(埋LM2)

漏水の心配(埋ＬＩ1 ）

嫌悪感
不快、嫌だ(焼ＩＭ,焼II 、埋ＬＭ1、埋ＬＭ2,中
間ＴＩ2 ）  

施設に対し反対するのは、運転トラブル発生やダイ

オキシンによる健康影響等などの「施設からの影響」

と、住民の意向を無視した建設計画や搬入品目外の産

廃の持込などの「行政の対応に関するもの」の二つに

大きく分けられた。後者の場合，産廃処理施設に対し

ては「処理業者の対応に関するもの」が加わる。他の

施設についてもこの構造は共通していることがわかっ

た。以下 3.2，3.3 では，その内容を分析する。 

3.2 施設からの影響 
 「施設からの影響」の内容を，全施設について分類

したところ表２のようになった。施設名をカッコ内で

示し，産廃処理施設は斜体字で区別した。また、太字

体は施設からの実際の影響に基づくものではなく、「こ

ういった影響があるのではないか」と回答者が想像し

た影響を示している。 
 「住民の生活環境への影響」の多くは実際に影響が

あった結果であり，焼却施設と埋立地に対しては悪臭

が、中間処理施設に対しては粉塵及び騒音が挙げられ

ている。「健康影響」に関して，産廃処理施設に対して

めまいや咳といった実際の影響があり，想像によるも

のは一廃、産廃に関係なく、焼却施設では DXN によ

る影響、中間処理施設ではアスベストや鉛等の影響が

挙げられている。「社会・経済的影響」は施設の種類等

には関係無く、特に農作物への風評被害が多い。「自然

環境への影響」は埋立地及び中間処理施設で挙げられ

ており，「健康影響」と同様に産廃処理施設に対して実

際の影響が指摘された。「事故等」では、焼却施設では

炉の運転トラブル、埋立地ではシート破損による漏水

が挙げられた。また施設に対する「嫌悪感」は、施設

の種類や搬入物の種類に関係なく挙げられている。以

上のことは各施設の状況や過去の経緯などを含めて分

析する必要があり，一般的な結論とは断定できない。 

3.3 行政・業者の対応 
 行政／業者の対応に関するものについて、全対象施

設で挙げられた項目を整理したところ、表 3 のように、

5 つのグループに分けることができた。「建設・運転計

画」，「過去の対応」は一廃／産廃，施設の種類によら

ず挙げられている。前者は「知らない間に建設が決定

した」ことが中心だが，いずれも建設・運転を開始す

る以前である。「地域還元」が不十分あるいは不公平と

いうことも運転に直接関係するものではないので，建

設前の対応の悪さが行政／業者に対する不信を増大さ

せていることがわかる。一方建設後は，産廃施設の不

法投棄、一廃施設の搬入品目外である産廃の搬入（「不

適正処理」）、施設見学の不許可や情報の隠蔽など「情
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報の不透明性」が挙げられている。 表 4 受容している住民が挙げた行政／業者の対応

（施設から影響が挙げられた場合） 

(a)TM 施設

グループ名 項目

情報の透
明性 車道よりも低濃度な施設周辺のDXN測定結果

地域還元 十分な地域環境整備
の満足 地域行事への協力及び参加

苦情への迅速な対応  
(b)LI１施設

3.4 施設を受容している住民の意識構造 
 回答者の中には処理施設に対して反対をせず，受容

している住民もいる(表１参照)。以下のように大きく

二つの場合に分けられた。 
(1) 施設からの影響(想像含む)が無い場合 
 一廃中間処理施設TM及び産廃埋立地LI1で施設を

受容していると答えた回答者では、想像によるものも

含め、施設からの影響は一つも挙げなかった。また，

行政・業者の対応については，それぞれ表 4 の回答が

あった。TM(表４(a))では「情報の透明性」や「地域還

元」が満足されている。LI1（図 4(b)）「建設・運転計

画等」や産業廃棄物業者による不法投棄といった「不

適正処理」に対して不満を持っているが，施設を受容し

ている。これは上記のように，施設からの影響がないた

めと考えられる。 

グループ名 項目

建設・運転

計画等 予定よりも早い埋立地満期の到来

不適正処理施設周辺での不法投棄

産廃業者の監視不足  

(2) 施設からの影響(想像含む)がある場合 
 一廃埋立地 LM1，LM2、産廃埋立地 LI2，LI3 では、

表５(a)のように施設からの影響が挙げられた。ただし，

一廃埋立地 LM2 で挙げられた「カラスによる農作物の

被害」を除くと、一廃埋立地 LM1、産廃埋立地 LI2、LI3
で挙げられているものは全て回答者が想像した影響であ

り、実際の影響は一つも挙げられていない。 
 一方，行政／業者の対応についての回答は表５(b)にま

とめられ，表 3 とは逆に対応に満足していることがわか

る。この対応への満足が、回答者の施設からの影響に対

する心配を打ち消し、施設の受容へとつながっている。 
4.まとめ 
 施設に対する態度を決定する要因は、「施設からの影

響」と「行政／業者の対応に関するもの」に大別できる。 
 施設に対する反対の原因となっているのは，前者の中

でも特に実際に受けた影響が、そして後者については本

文では記述を省略したが，特に建設前の対応が大きく影

響していることがわかった。一方、施設からの影響がな

ければ、行政や業者対応の良し悪しに関係なく施設が受

容されている。しかし施設からの影響やその心配がある

場合でも、行政や業者の対応に満足している住民は施設

を受容する。特に、実際の影響が無く、行政または業者

の対応にも満足している産廃埋立地 LI2、LI3 では回答

者全てが施設を受容していた。すなわち施設の受容を高

めるためには「施設からの実際の影響」がないこと、「行政または業者の対応」がよいことが条件だが，後

者がより重要である。最後に，施設設備の充実性と態度との関係について簡単に述べる。ガス化溶融炉に

二段バグフィルタ等が設置されている焼却施設 IM のように、環境影響に対して十分配慮された施設であ

っても回答者が全て反対していた。また LM2 や TM のように、同じ施設に対する態度が分かれる地域も

あった。すなわち，施設設備を充実させることは住民の受容性の向上に直接結びつくとは限らない。 

表５ 受容している住民の回答 

（施設からの影響が挙げられた場合） 

(a)施設からの影響

グループ名 項目

住民の生活 施設からの騒音(ＬＩ３ )

環境への 施設からの悪臭(ＬＭ１)

影響 井戸水の汚染(ＬＩ３ )

健康影響 病気伝染の心配(ＬＭ２)

未知の害による健康影響(ＬＩ２ )

子孫への健康影響(ＬＩ３ )

経済的影響 カラスによる農作物の被害(ＬＭ２)

カラスによる被害(ＬＭ１)

事故等 シート破損事故の発生(ＬＭ２,ＬＩ２ )
*(　)内は施設名、斜体は産廃処理施設、

ゴシック体は回答者の想像する影響を表す。

(b)行政／業者の回答

グループ名 項目

建設計画 十分な公害防止協定の制定(埋LI2,埋LI3 )
の満足 施設の管理に関する条例の制定(埋LM2)

適正処理 搬入基準を満たさないごみの搬入禁止措
置(埋LI2 )

建設後の公害防止協定の厳守(埋LI3 )

情報の
施設建設前の十分な説明及び話し合い
(埋LM1、埋立LI3 )

透明性 建設前の業者の既存施設の見学(埋LI3 )

施設見学の許可(埋LI2,埋LI3 )
地域還元 十分な地域環境整備(埋LI2,埋LI3 )
の満足 地域行事への協力及び参加(埋LI3 )

苦情を受けたカラス対策の実施(埋LM2)

苦情への迅速な対応(埋LI3 )
過去の対応

への満足 旧埋立地での水質調査の実施(埋LM1)
* (　)内は施設名。斜体は産廃処理施設を表す。

－104－




